
R5.4.1

【医療法人】
医療法人設立　フルセット ¥990,000

（税抜き\900,000）

新規医療法人設立申請（都道府県） ¥660,000
※法人登記（提携司法書士：法務局） ¥55,000
法人院開設許可申請（保健所）
個人院廃止届、法人院開設届（保健所）
新規医療機関コード申請（遡及あり、厚生局）
施設基準申請（厚生局）
その他（生保、被爆者指定医療機関等） ¥55,000

診療所移転　フルセット ¥770,000
（税抜き\700,000）

定款変更認可申請（都道府県） ¥495,000
※法人登記（提携司法書士：法務局） ¥55,000
新院開設許可申請（保健所）
旧院廃止届、新院開設届（保健所）
新規医療機関コード申請（遡及あり、厚生局）
施設基準申請（厚生局）
その他（生保、被爆者指定医療機関等） ¥55,000

分院設立　フルセット ¥770,000
（税抜き\700,000）

定款変更認可申請（都道府県） ¥495,000
※法人登記（提携司法書士：法務局） ¥55,000
分院開設許可申請（保健所）
分院開設届（保健所）
新規医療機関コード申請（遡及無し、厚生局）
施設基準申請（厚生局）
その他（生保、被爆者指定医療機関等） ¥55,000

定款記載事項（法人名、診療所名、決算期、役員構成等）変更 ¥275,000
（予算書作成を伴わないもの） （税抜き\250,000）

役員変更に関わる手続き
￥220,000

（税抜き\200,000）

役員変更届（都道府県） ￥55,000
（税抜き\50,000）

　 役員住所変更届（都道府県） ￥55,000
（税抜き\50,000）

事業報告 ￥55,000
（税抜き\50,000）

★法人様、診療所様のご状況に合わせ、適切な作業内容として組み立てせていただきます。
　お気軽にご相談くださいませ。

★上記費用は、必要書類作成・提出代行、関係各所との調整等の当所費用（消費税込み）となります。
　診療所設立申請費用、交通費・謄本取得代等の諸経費につきましては、別途ご負担いただきますことを
　ご了承ください。
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突然の理事長変更（提携司法書士：法務局）
役員変更届・登記事項変更届（都道府県）

行政書士事務所メドルチェ　料金表

¥165,000

¥165,000

¥165,000

¥110,000

¥110,000

※登記のみでのご依頼はお引き受けできません。
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